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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上面に第１切欠き部と、前記第１切欠き部と間を空けるとともに前記第１切欠き部より
も外側に位置した第２切欠き部を有する絶縁基体と、
前記絶縁基体の上面に位置するとともに、平面視において前記第１切欠き部および前記第
２切欠き部に隣接した、高周波信号を通す第１金属層と、
前記絶縁基体の上面および前記第２切欠き部の側面から下面に連続して位置するとともに
、前記第１金属層と間を空けて位置した第２金属層と、を備えており、
前記絶縁基体の上面には、平面視において、前記絶縁基体の内側に、前記第２切欠き部と
連続した凹部を有していることを特徴とする高周波基体。
【請求項２】
　前記凹部は、前記第２切欠き部の開口よりも幅が細いことを特徴とする請求項１に記載
の高周波基体。
【請求項３】
　前記第１金属層は、接続部材が接続される端子部と、前記端子部と連続した線路部とを
有しており、
前記凹部は、前記線路部と互いに並行して位置していることを特徴とする請求項１または
請求項２に記載の高周波基体。
【請求項４】
　平面視において、前記第１金属層は、前記絶縁基体の端部よりも内側に位置し、
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前記第２金属層の外縁は、前記絶縁基体の端部と重なって位置していることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１つに記載の高周波基体。
【請求項５】
　平面視において、前記絶縁基体の上面に、前記第１切欠き部と、２つの前記第２切欠き
部および前記第２切欠き部と連続した前記凹部と、２つの前記第１金属層と、前記第２金
属層とを有しており、
前記第１切欠き部の両端に前記第１金属層が位置しており、
前記第１金属層の前記第１切欠き部と反対側に隣接して前記第２切欠き部および前記凹部
が位置しており、
前記第２切欠き部および前記凹部の前記第１金属層と反対側に隣接して前記第２金属層が
位置していることを特徴する請求項１～４のいずれか１つに記載の高周波基体。
【請求項６】
　前記第１金属層は、差動線路であり、前記第２金属層はグランドであることを特徴する
請求項５に記載の高周波基体。
【請求項７】
　平面視において、前記凹部の中心は、前記第２切欠き部の中心よりも前記第１切欠き部
側に位置していることを特徴とする請求項１～６のいずれか１つに記載の高周波基体。
【請求項８】
　前記第１金属層の上面および前記第２金属層の上面には、互いに並行に位置した複数の
接続部材をさらに備えていることを特徴とする請求項１～７のいずれか１つに記載の高周
波基体。
【請求項９】
　前記凹部と重なる位置において、前記絶縁基体の表面は露出していることを特徴とする
請求項１～８のいずれか１つに記載の高周波基体。
【請求項１０】
　基板と、
前記基板の上面に接合された、貫通孔を有する枠体と、
前記枠体の前記貫通孔に固定された請求項１～９のいずれか１つに記載の高周波基体とを
備えていることを特徴とする高周波パッケージ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の高周波パッケージと、
前記基板の上面に実装された、前記高周波パッケージの前記高周波基体と電気的に接続さ
れた半導体素子と、
前記枠体の上端に接合された、前記半導体素子を覆うとともに前記高周波パッケージの内
部を覆った蓋体とを備えていることを特徴とする高周波モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高周波基体、高周波基体を用いた高周波パッケージ、および高周波モジュー
ルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話等の普及により、無線通信機器では、より高速化、大容量の情報を伝送
するために高周波化がすすめられている。そのなかでも、高周波基体が知られている（特
許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－３１１６８２号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された技術では、誘電体基板に信号を伝送する第１線路導体および第
２線路導体が設けられている。第１線路導体と第２線路導体とは、並行に延びている。し
かしながら、特許文献１の技術では、第１線路導体と第２線路導体との間におけるインピ
ーダンスの値が低くなり、高周波の信号の伝送において損失が大きくなる場合があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態にかかる高周波基体は、絶縁基体と、第１金属層と、第２金属層と
を備えている。絶縁基体は、上面に第１切欠き部と、第１切欠き部と間を空けるとともに
第１切欠き部よりも外側に位置した第２切欠き部を有する。第１金属層は、絶縁基体の上
面に位置するとともに、平面視において第１切欠き部および第２切欠き部に隣接して、高
周波信号を通す。第２金属層は、絶縁基体の上面および第２切欠き部の側面から下面に連
続して位置するとともに、第１金属層と間を空けて位置している。絶縁基体の上面には、
平面視において、絶縁基体の内側に、第２切欠き部と連続した凹部を有している。
【０００６】
　本発明の一実施形態にかかる高周波パッケージは、基板と、前記基板の上面に接合され
た、貫通孔を有する枠体と、前記枠体の前記貫通孔に固定された上述の高周波基体とを備
えている。
【０００７】
　本発明の一実施形態にかかる高周波モジュールは、上述の高周波パッケージと、上述の
高周波パッケージに収納され、前記高周波基体と電気的に接続される半導体素子と、前記
枠体の上端に接合された、前記半導体素子を覆うとともに前記高周波パッケージの内部を
覆った蓋体とを備えている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の一実施形態に係る高周波基体は、上記のような構成であることによって、周波
数特性を向上させることができる。また、高周波の信号を良好な条件で伝送することがで
きる高周波パッケージおよび高周波モジュールを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る高周波パッケージの上面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る高周波パッケージの斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る高周波パッケージの下面斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る高周波基体の平面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る高周波基体の斜視図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る高周波基体の側面図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る高周波基体（接続部材無し）の斜視図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る高周波基体の断面図である。
【図９】本発明の他の実施形態に係る高周波基体の斜視図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係る高周波モジュールの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態に係る高周波基体について、図面を参照しながら説明する。
【００１１】
　　＜高周波基体の構成＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る高周波パッケージの上面図である。図２は、本発明
の一実施形態に係る高周波パッケージの斜視図である。図３は、本発明の一実施形態に係
る高周波パッケージの下面斜視図である。図４は、本発明の一実施形態に係る高周波基体
の平面図である。図５は、本発明の一実施形態に係る高周波基体の斜視図である。図６は
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、本発明の一実施形態に係る高周波基体の側面図である。図７は、本発明の一実施形態に
係る高周波基体（接続部材無し）の斜視図である。図８は、本発明の一実施形態に係る高
周波基体の断面図である。図９は、本発明の他の実施形態に係る高周波基体の斜視図であ
る。これらの図において、高周波パッケージ２は、高周波基体１を備えている。高周波基
体１は、絶縁基体１０、第１金属層２１および第２金属層２２を備えている。
【００１２】
　絶縁基体１０は、複数の誘電体からなる複数の絶縁層が積層されてなる。絶縁基体１０
は、たとえば平面視において、矩形状やコの字形（矩形の１辺が無い形状）であり、大き
さが４ｍｍ×８ｍｍ～２５ｍｍ×５０ｍｍで、高さが１ｍｍ～１０ｍｍである。絶縁基体
１０を構成する絶縁層の各層は、誘電体材料からなる。誘電体材料としては、例えば、酸
化アルミニウム質焼結体、ムライト質焼結体、炭化珪素質焼結体、窒化アルミニウム質焼
結体または窒化珪素質焼結体のようなセラミック材料、またはガラスセラミック材料を用
いることができる。
【００１３】
　絶縁基体１０の上面には、最表に位置する絶縁層（以下、最上層の絶縁層とする）を貫
通するとともに、平面視における絶縁基体１０の外縁の１辺に開口した第１切欠き部１１
と、第２切欠き部１２とが位置している。絶縁基体１０の端部は、平面視において、この
各切欠き部が開口している外縁と重なる位置のことをいう。第１切欠き部１１と第２切欠
き部１２とは間を空けて位置している。第１切欠き部１１および第２切欠き部１２とは同
じ方向に延びている。また、第２切欠き部１２は、第１切欠き部１１よりも外側に位置し
ている。第１切欠き部１１および第２切欠き部１２は、平面視において、たとえば矩形状
であり、大きさが０．２ｍｍ×１ｍｍ～２ｍｍ×１０ｍｍである。第１切欠き部１１およ
び第２切欠き部１２は、平面視において、楕円形状、正方形状、角部が丸い矩形状であっ
てもよい。また、第１切欠き部１１および第２切欠き部１２は、断面視において、たとえ
ば矩形状であり、絶縁基体１０の上面に平行な方向の長さは０．２ｍｍ～２ｍｍであり、
絶縁基体１０の上面に垂直な方向の長さ、即ち、第１切欠き部１１および第２切欠き部１
２の深さは、０．２ｍｍ～２ｍｍである。第１切欠き部１１および第２切欠き部１２は、
断面視において、テーパ状、逆テーパ状および階段形状であってもよい。第１切欠き部１
１および第２切欠き部１２は、空気あるいは樹脂材料やガラス材料等からなる誘電体材料
で満たされており、絶縁基体１０よりも誘電率が低くなっているのがよい。
【００１４】
　絶縁基体１０のうち、複数の絶縁層の間に位置する絶縁層の上面で、平面視において、
第１切欠き部１１および第２切欠き部１２と重なる位置の周囲ならびに第１金属層２１お
よび第２金属層２２と重なる位置には、複数の接地導体が位置していてもよく、貫通導体
等で上下の接地導体が電気的に接続されている。
【００１５】
　絶縁基体１０には接地導体が設けられていてもよい。具体的には、内部の接地導体また
は下面接地導体層は、たとえば最表層の絶縁層（最上層と反対側。以下、最下層の絶縁層
とする）の上面または下面の全体に設けられてよい。また、内部の接地導体は、たとえば
、タングステン、モリブデンおよびマンガンなどの金属材料から成っている。また、下面
接地導体層は、たとえば、タングステン、モリブデンおよびマンガンなどの金属材料から
なり、表面にニッケルめっきや金めっきが施されて成っている。
【００１６】
　図１および図２に示すように、絶縁基体１０の上面、つまり最上層の絶縁層の上面には
、第１切欠き部１１と第２切欠き部１２と隣接した、第１金属層２１が設けられている。
第１金属層２１は、たとえば、金、銀、銅、ニッケル、タングステン、モリブデンおよび
マンガンなどの金属材料から成り、絶縁層の表面にメタライズ層やめっき層等の形態で同
時焼成されたり、金属めっきされてなるものでもよい。また、第１金属層２１は、幅が０
．０５ｍｍ～２ｍｍで、長さが、１ｍｍ～２０ｍｍである。第１金属層２１は、高周波（
例えば１０～６０ＧＨｚ）の信号を伝送する。このとき、第１金属層２１は、複数位置し
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ていてもよい。第１金属層２１が複数ある場合には、第１金属層２１同士の間に第１切欠
き部１１が位置しており、複数の第１金属層２１を間に挟んで第２切欠き部１２が位置す
るのがよい。
【００１７】
　また、第１金属層２１は、リード端子等の接続部材４０が接合される端子部３１と、信
号が伝送される線路部３２とを有している。この端子部３１は、たとえば、平面視におい
て、長さが０．２ｍｍ～１０ｍｍで、幅が０．１ｍｍ～２ｍｍであり、線路部３２は、長
さが１ｍｍ～２０ｍｍで、幅が０．０５ｍｍ～２ｍｍである。また、端子部３１および線
路部３２の厚みは、０．０１ｍｍ～０．１ｍｍである。
【００１８】
　また、絶縁基体１０の上面、つまり最上層の絶縁層の上面には、第１金属層２１と間を
空けて、第１金属層２１と並行に延びている箇所を有している、第２金属層２２が設けら
れている。第２金属層２２は、たとえば、金、銀、銅、ニッケル、タングステン、モリブ
デンおよびマンガンなどの金属材料から成り、最上層の絶縁層の表面にメタライズ層やめ
っき層等の形態で同時焼成されたり、金属めっきされてなるものでもよい。第２金属層２
２は、接地導体と接続される。また、第２金属層２２は第１金属層２１と間を空けるとと
もに、第１金属層２１の線路部３２に沿って位置しているため、信号配線としての第１金
属層２１をコプレーナ構造とすることができる。コプレーナ構造とすることで、高周波の
信号を円滑に伝達することができる。
【００１９】
　第２金属層２２は、絶縁基体１０の上面、つまり最上層の絶縁層の上面のみでなく、第
２切欠き部１２の側面および下面にも位置している。このとき、絶縁基体１０の上面から
連続して位置している。
【００２０】
　絶縁基体１０の上面には、平面視において、絶縁基体１０の内側に、第２切欠き部１２
と連続した凹部１３が位置している。凹部１３の表面には、第２金属層２２は位置してい
ない。つまり、凹部１３と重なる位置においては、絶縁基体１０の表面が露出している。
また、凹部１３は、平面視において、例えば、半円状である。他にも、矩形状、半楕円状
等であってもよい。凹部１３は、深さが０．２ｍｍ～２ｍｍであり、例えば平面視におい
て半円状であれば半径が０．１ｍｍ～２ｍｍである。このとき、凹部１３は、第２切欠き
部１２と同じ深さであってよい。同じ深さであると、加工が容易にしやすくなる。
【００２１】
　本発明の実施形態に係る高周波基体１は、第１金属層２１と第２金属層２２との間に第
２切欠き部１２および凹部１３があることによって空間が形成され、第１金属層２１と第
２金属層２２との間の誘電率を小さくすることができる。このため、第１金属層２１と第
２金属層２２との間を狭くすることによって静電容量が大きくなり、このとき凹部１３が
あることによって静電容量を小さくすることができる。このため、静電容量が大きくなる
ことに伴って所望の値より小さくなりやすくなる特性インピーダンスを大きくしやすくす
ることができる。ひいては、所望の特性インピーダンスに制御することができる。その結
果、高周波基体１は、第１金属層２１と第２金属層２２との間の特性インピーダンスを所
望の値に整合しやすくすることができ、高周波特性を向上することができる。また、凹部
１３があることによって、第１金属層２１と第２金属層２２の電気的な接触を低減させる
ことができる。
【００２２】
　本発明の他の実施形態に係る高周波基体１において、凹部１３は、平面視において、第
２切欠き部の開口よりも幅が細くなっている。このことによって、端子部３１および線路
部３２と第２金属層２２との空間距離を調整することにより、端子部３１および線路部３
２と第２金属層２２間の誘電率を均一に保ちやすく、特性インピーダンスを所望の値に整
合しやすくすることができる。
【００２３】
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　本発明の他の実施形態に係る高周波基体１において、凹部１３は、線路部３２と並行に
位置していてもよい。このことによって、線路部３２と第２金属層２２との間で生じるイ
ンピーダンスを大きくしやすくすることができる。
【００２４】
　本発明の他の実施形態に係る高周波基体１において、第１金属層２１は、絶縁基体１０
の端部よりも内側に位置していてもよい。つまり、端子部３１の端は、絶縁基体１０の端
部、つまり平面視において、絶縁基体１０の外縁よりも内側に位置しており、絶縁基体１
０の外縁と重ならない。また、第２金属層２２は、絶縁基体１０の端部と重なって位置し
ていてもよい。つまり、平面視において、絶縁基体１０の外縁と重なっている。第２金属
層２２が、高周波基体１の端まで位置していることによって、第２金属層２２がグランド
としてより有効に機能することができる。
【００２５】
　本発明の他の実施形態に係る高周波基体１において、第１金属層２１は複数位置してい
てもよい。このとき、図８に示すように、断面視において、順番に、第２金属層２２、第
１金属層２１、第１金属層２１および第２金属層２２に並んでいるのがよい。つまり、Ｇ
ＳＳＧ構造（差動線路構造）をとっている。このとき、第２金属層２２と第１金属層２１
との間には、第２切欠き部１２および凹部１３が位置している。つまり、第１金属層２１
のそれぞれの片端に、第２切欠き部１２および第２切欠き部１２と連続して位置した凹部
１３を挟んで第２金属層２２が位置している。また、第１金属層２１同士の間には、第１
切欠き部１１が位置している。このとき、第１金属層２１は、差動線路として信号を伝送
することができる。第２金属層２２は、グランドである。
【００２６】
　本発明の他の実施形態に係る高周波基体１において、凹部１３の中心は、平面視におい
て、第２切欠き部１２の中心よりも第１切欠き部１１側に位置している。このことによっ
て、第２金属層２２と第１金属層２１との電気的な接触を低減させることができる。
【００２７】
　本発明の他の実施形態に係る高周波基体１において、第１金属層２１の上面および第２
金属層２２の上面には、それぞれに対して互いに並行に位置した接続部材４０をさらに備
えていてもよい。接続部材４０は、例えばリード端子等である。接続部材４０は、接合材
等を用いて絶縁基体１０に接合される。
【００２８】
　また、側面に溝部５０が位置しており、溝部５０の表面にメタライズ層が形成されてい
てもよい。メタライズ層は、たとえばタングステン、モリブデン、マンガン、ニッケルま
たは金等から成る。メタライズ層があることによって、第１切欠き部１１、第２切欠き部
１２および凹部１３からなる大気中の層と絶縁基体１０からなる誘電体材料との境界部に
おける電界の広がりを抑制することができるとともに、第１金属層２１同士の間に生じる
クロストークや共振を抑制することができ、高周波基体１の周波数特性を向上することが
できる。
【００２９】
　内部の接地導体は、接続導体等を介して、接地導体と電気的に接続されている。さらに
、複数の絶縁層の上下面を貫通するように設けたビア等を介して、各層の上面に設けられ
た接地導体は、電気的に接続されていてもよい。
【００３０】
　　＜高周波基体の製造方法＞
　絶縁基体１０は、たとえば複数の絶縁層が酸化アルミニウム質焼結体からなる場合であ
れば、次のようにして製作される。まず、酸化アルミニウムおよび酸化ケイ素等の原料粉
末に適当な有機バインダおよび溶剤等を添加混合してスラリーを作製する。次に、スラリ
ーをドクターブレード法等の成形法でシート状に成形することにより複数枚のセラミック
グリーンシートを作製する。このとき、一番上方に位置するグリーンシートの一部に第１
切欠き部１１および第２切欠き部１２となる貫通孔ならびに凹部１３になる切欠きが形成
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されている。
【００３１】
　その後、上記のセラミックグリーンシートを積層して、圧着する。最後にこの積層され
たセラミックグリーンシートを還元雰囲気中において約１６００℃の温度で焼成するとと
もに、切断加工や打ち抜き加工により適当な形状とすることによって所望の形状からなる
絶縁基体１０を作製することができる。
【００３２】
　第１金属層２１、第２金属層２２および各層の上面に設けられる接地導体や下面の接地
導体層は、たとえば、タングステンやモリブデン、マンガン等の高融点の金属からなるメ
タライズ層からなる場合であれば、次のようにして形成することができる。すなわち、ま
ず高融点の金属の粉末を有機溶剤およびバインダとともによく混ざるように練って作製し
た金属ペーストを、絶縁層の上面や下面となるセラミックグリーンシートの所定部位にス
クリーン印刷等の方法で印刷する。その後、これらの金属ペーストが印刷されたセラミッ
クグリーンシートを積層するとともに圧着し、同時焼成する。以上の工程によって、絶縁
基体１０の上面や内部、つまり絶縁層の間にメタライズ層が第１金属層２１、第２金属層
２２および各層の上面に設けられる接地導体や下面の接地導体層として被着される。また
、第１金属層２１、第２金属層２２および各層の上面に設けられる接地導体や下面の接地
導体層は、表面にニッケルめっきや金めっきを設けてもよい。これにより、それぞれの金
属層の表面における、ろう材やはんだ等の接合材の濡れ性を向上することができ、基板４
やコンデンサの接合性を向上することができるとともに、耐腐食性や耐候性を向上するこ
とができる。
【００３３】
　ビアは、たとえば複数の絶縁層となるセラミックグリーンシートに貫通孔を設けておい
て、貫通孔内に導体、各層の上面に設けられた接地導体および最下層の絶縁層の下面に設
けられた下面の接地導体層を形成するのと同様の金属ペーストを充填し、それぞれのセラ
ミックグリーンシートを積層するとともに圧着し、同時焼成することによって設けること
ができる。貫通孔は、たとえば金属ピンを用いた機械的な打ち抜き加工、またはレーザ光
を用いた加工等の孔あけ加工によって形成することができる。金属ペーストの貫通孔への
充填の際には、真空吸引等の手段を併用して金属ペーストの充填を容易なものとする。
【００３４】
　　＜高周波パッケージの構成＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る高周波パッケージの上面図である。図２は、本発明
の一実施形態に係る高周波パッケージの斜視図である。図３は、本発明の一実施形態に係
る高周波パッケージの下面斜視図である。これらの図において、高周波パッケージ２は、
基板４、枠体５および本発明の実施形態に係る高周波基体１を備えている。
【００３５】
　基板４は、平面視において、矩形状である。また、平面視における大きさが５ｍｍ×１
０ｍｍ～５０ｍｍ×５０ｍｍで、高さが０．３ｍｍ～２０ｍｍである。
【００３６】
　基板４の上面を取り囲むように、枠体５が設けられている。枠体５は、平面視において
矩形状であり、大きさが５ｍｍ×１０ｍｍ～５０ｍｍ×５０ｍｍで、高さが２ｍｍ～１５
ｍｍである。また、厚みは０．５ｍｍ～２ｍｍである。
【００３７】
　基板４、枠体５は、たとえば、鉄、銅、ニッケル、クロム、コバルト、モリブデンまた
はタングステンのような金属、あるいはこれらの金属の合金、たとえば銅－タングステン
合金、銅－モリブデン合金、鉄－ニッケル－コバルト合金などを用いることができる。こ
のような金属材料のインゴットに圧延加工法、打ち抜き加工法のような金属加工法を施す
ことによって、基板４を構成する金属部材を作製することができる。
【００３８】
　枠体５の側壁部には貫通孔５１が設けられている。貫通孔５１には、上記に記載した高
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質焼結体からなる絶縁端子が挿入固定されている。つまり、高周波パッケージ２において
、高周波基体１は、入出力端子の役割を果たす。
【００３９】
　　＜高周波モジュールの構成＞
　図１０に示すように、本発明の一実施形態に係る高周波モジュール３の斜視図を、を示
している。この図において、高周波モジュール３は、本発明の実施形態に係る高周波パッ
ケージ２、半導体素子６および蓋体７を備えている。
【００４０】
　半導体素子６は、たとえばレーザーダイオード（ＬＤ）である。半導体素子６は、フォ
トダイオード（ＰＤ）等であってもよい。ＬＤの場合には、枠体５に高周波基体１や絶縁
端子を取り付ける貫通孔５１以外に、貫通孔を設けて光ファイバを取り付けてもよい。
【００４１】
　蓋体７は、枠体５の上端に、高周波パッケージ２の内部を覆うように接合される。蓋体
７は、平面視において、矩形状であり、大きさが５ｍｍ×１０ｍｍ～５０ｍｍ×５０ｍｍ
で、高さが０．５ｍｍ～２ｍｍである。蓋体７は、たとえば、鉄、銅、ニッケル、クロム
、コバルト、モリブデンまたはタングステンのような金属、あるいはこれらの金属の合金
、たとえば銅－タングステン合金、銅－モリブデン合金、鉄－ニッケル－コバルト合金な
どを用いることができる。このような金属材料のインゴットに圧延加工法、打ち抜き加工
法のような金属加工法を施すことによって、蓋体７を構成する金属部材を作製することが
できる。
【００４２】
　以上、本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない
範囲において種々の変更等が可能である。さらに、特許請求の範囲に属する変更等は全て
本発明の範囲内のものである。
【符号の説明】
【００４３】
１　高周波基体
２　高周波パッケージ
３　高周波モジュール
４　基板
５　枠体
６　半導体素子
７　蓋体
１０　絶縁基体
１１　第１切欠き部
１２　第２切欠き部
１３　凹部
２１　第１金属層
２２　第２金属層
３１　端子部
３２　線路部
４０　接続部材
５０　溝部
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